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学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

新
旧
対
照
表

○

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
三
条

法
第
四
条
第
一
項
（
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

第
二
十
三
条

法
第
四
条
第
一
項
（
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
事
項
（
法
第
四
条
の
二
に
規

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
事
項
（
法
第
四
条
の
二
に
規

定
す
る
幼
稚
園
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
す
る
幼
稚
園
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

市
町
村
（
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す

一

市
町
村
（
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す

る
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

る
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
い
う
。

十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
四
条
の
三
に
お
い

以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
四
条
の
三
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
位
置
の
変
更

て
同
じ
。
）
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
位
置
の
変
更

二

高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
第
十
号
及
び
第

二

高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
第
十
号
及
び
第

二
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
学
科
又
は
市
町
村
の
設
置
す
る
特
別

二
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
学
科
又
は
市
町
村
の
設
置
す
る
特
別

支
援
学
校
の
高
等
部
の
学
科
、
専
攻
科
若
し
く
は
別
科
の
設
置
及
び
廃

支
援
学
校
の
高
等
部
の
学
科
、
専
攻
科
若
し
く
は
別
科
の
設
置
及
び
廃

止

止

三

特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
、
小
学
部
、
中
学
部
又
は
高
等
部
の
設
置

三

特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
、
小
学
部
、
中
学
部
又
は
高
等
部
の
設
置

及
び
廃
止

及
び
廃
止

四

市
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
学
級
の
編
制
及
び

四

市
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
学
級
の
編
制
及
び

そ
の
変
更

そ
の
変
更

五

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
お
け
る
通
信
教
育
の
開
設
及
び
廃
止
並

五

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
お
け
る
通
信
教
育
の
開
設
及
び
廃
止
並

び
に
大
学
に
お
け
る
通
信
教
育
の
開
設

び
に
大
学
に
お
け
る
通
信
教
育
の
開
設

六

私
立
の
大
学
の
学
部
の
学
科
の
設
置

六

私
立
の
大
学
の
学
部
の
学
科
の
設
置

七

専
門
職
大
学
の
課
程
（
法
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

（
新
設
）

前
期
課
程
及
び
後
期
課
程
に
区
分
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
次
条
第
一
項
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第
一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
及
び
変
更

八

大
学
の
大
学
院
の
研
究
科
の
専
攻
の
設
置
及
び
当
該
専
攻
に
係
る
課

七

大
学
の
大
学
院
（
専
門
職
大
学
院
を
含
む
。
）
の
研
究
科
の
専
攻
の

程
（
法
第
百
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
課
程
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第

設
置
及
び
当
該
専
攻
に
係
る
課
程
（
法
第
百
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

一
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
変
更

課
程
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
変
更

九

高
等
専
門
学
校
の
学
科
の
設
置

八

高
等
専
門
学
校
の
学
科
の
設
置

十

市
町
村
の
設
置
す
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学

九

市
町
村
の
設
置
す
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学

校
の
分
校
の
設
置
及
び
廃
止

校
の
分
校
の
設
置
及
び
廃
止

十
一

高
等
学
校
の
広
域
の
通
信
制
の
課
程
（
法
第
五
十
四
条
第
三
項
（

十

高
等
学
校
の
広
域
の
通
信
制
の
課
程
（
法
第
五
十
四
条
第
三
項
（
法

法
第
七
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
十
四
条

第
七
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
十
四
条
及

及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
広
域
の
通
信

び
第
二
十
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
広
域
の
通
信
制

制
の
課
程
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
学
則
の
変
更

の
課
程
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
学
則
の
変
更

十
二

私
立
の
学
校
又
は
私
立
の
各
種
学
校
の
収
容
定
員
に
係
る
学
則
の

十
一

私
立
の
学
校
又
は
私
立
の
各
種
学
校
の
収
容
定
員
に
係
る
学
則
の

変
更

変
更

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
三
条
の
二

法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、

第
二
十
三
条
の
二

法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

大
学
に
係
る
次
に
掲
げ
る
設
置
又
は
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
大
学
が

一

私
立
の
大
学
の
学
部
の
学
科
の
設
置
又
は
公
立
若
し
く
は
私
立
の
大

授
与
す
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

学
の
大
学
院
（
専
門
職
大
学
院
を
含
む
。
）
の
研
究
科
の
専
攻
の
設
置

イ

私
立
の
大
学
の
学
部
の
学
科
の
設
置

若
し
く
は
専
攻
に
係
る
課
程
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
大
学
が
授
与
す

ロ

専
門
職
大
学
の
課
程
の
変
更
（
前
期
課
程
及
び
後
期
課
程
の
修
業

る
学
位
の
種
類
及
び
分
野
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

年
限
の
区
分
の
変
更
（
当
該
区
分
の
廃
止
を
除
く
。
）
を
伴
う
も
の

を
除
く
。
）

ハ

大
学
の
大
学
院
の
研
究
科
の
専
攻
の
設
置
又
は
当
該
専
攻
に
係
る

課
程
の
変
更

二

高
等
専
門
学
校
の
学
科
の
設
置
で
あ
つ
て
、
当
該
高
等
専
門
学
校
が

二

高
等
専
門
学
校
の
学
科
の
設
置
で
あ
つ
て
、
当
該
高
等
専
門
学
校
が
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設
置
す
る
学
科
の
分
野
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

設
置
す
る
学
科
の
分
野
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

三

大
学
に
お
け
る
通
信
教
育
の
開
設
で
あ
つ
て
、
当
該
大
学
が
授
与
す

三

大
学
に
お
け
る
通
信
教
育
の
開
設
で
あ
つ
て
、
当
該
大
学
が
授
与
す

る
通
信
教
育
に
係
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

る
通
信
教
育
に
係
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

四

私
立
の
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
収
容
定
員
（
大
学
に
あ
つ
て
は

四

私
立
の
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
収
容
定
員
（
大
学
に
あ
つ
て
は

、
通
信
教
育
及
び
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
分
野
に
係
る
も
の
を
除
く

、
通
信
教
育
及
び
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
分
野
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
に
係
る
学
則
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
収
容
定
員
の
総
数
の
増
加

。
）
に
係
る
学
則
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
収
容
定
員
の
総
数
の
増
加

を
伴
わ
な
い
も
の

を
伴
わ
な
い
も
の

五

私
立
の
大
学
の
通
信
教
育
に
係
る
収
容
定
員
に
係
る
学
則
の
変
更
で

五

私
立
の
大
学
の
通
信
教
育
に
係
る
収
容
定
員
に
係
る
学
則
の
変
更
で

あ
つ
て
、
当
該
収
容
定
員
の
総
数
の
増
加
を
伴
わ
な
い
も
の

あ
つ
て
、
当
該
収
容
定
員
の
総
数
の
増
加
を
伴
わ
な
い
も
の

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）


